
議案第４３号

（総　則）

第 １ 条 令和８年度所沢市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 ２ 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) ３６ 床 （許可病床数４９床）

(2)

１３，１４０ 人

４９，０６６ 人

(3)

３６ 人

平 日 １７２ 人

休 日 ５５ 人

小児夜間急患診療 ６ 人

小 児 深 夜 帯
急 患 診 療

５ 人

二 次 救 急 ２ 人

(4)

１０，６００ 人

１，２００ 人

２２，５０５ 人

９３２ 人

(5)

２３，２７８ 千円

５，８５２ 千円

令和８年度所沢市病院事業会計予算

人 間 ド ッ ク 検 診

生 活 習 慣 病 検 診

病 床 数

年 間 患 者 数

一 日 平 均 患 者 数

年 間 健 康 検 診 者 数

入 院

外 来

入 院

外 来

指 定 検 診

特 定 健 診 等

リース資 産購 入費

固 定 資 産 購 入 費

主要な建設改良事業
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（収益的収入及び支出）

第 ３ 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　　　収　　　　　　　　入

第 １款 ２，２１３，６７２ 千円

第1項１ 項 １，８４３，９１０ 千円

第2項２ 項 ３６９，７５２ 千円

第3項３ 項 １０ 千円

　　　　支　　　　　　　　出

第 １款 ２，５３３，８６３ 千円

第1項１ 項 ２，４４１，９３２ 千円

第2項２ 項 ８６，８７６ 千円

第3項３ 項 ５，０００ 千円

第4項４ 項 ５５ 千円

（資本的収入及び支出）

第 ４ 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２８，５１４千円は過年度分損益勘定留保資金

　２５，８９７千円及び当年度分消費税資本的収支調整額２，６１７千円で補てんするものとする。）。

　　　　収　　　　　　　　入

第 １款 ７８，３８１ 千円

第1項１ 項 ７８，３８１ 千円

　　　　支　　　　　　　　出

第 １款 １０６，８９５ 千円

第1項１ 項 ２９，１３０ 千円

第2項２ 項 ７２，２６５ 千円

第2項３ 項 ５，５００ 千円

病 院 事 業 収 益

医 業 収 益

医 業 外 収 益

特 別 利 益

予 備 費

病 院 事 業 費

医 業 費 用

医 業 外 費 用

資 本 的 収 入

特 別 損 失

企業債償還金

予 備 費

建 設 改 良 費

資 本 的 支 出

補 助 金



（債務負担行為）

５ 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

６ 条 一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

７ 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)  医業費用及び医業外費用の間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

８ 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。

(1)  職 員 給 与 費 千円

(2)  交　　際　　費 千円

（他会計からの補助金）

９ 条 病院事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、３６８，０８５千円である。

（たな卸資産購入限度額）

１０条 たな卸資産の購入限度額は、６６，０００千円と定める。

令和８年３月２３日提出

　　　所沢市長　　小野塚　勝　俊

第

１，３５４，５１３

１００

第

第

第

第

病院給食業務委託料 令和９年度から令和１１年度まで １３９，１９０

令和９年度開始前に契約事務を行う業務
（材料費・委託料・賃借料）

令和９年度まで 　　　　　 契約により決定した額

第

事 項 期 間 限 度 額

基準寝具等借料 １８，５２９   千円令和９年度から令和１３年度まで

  千円

医事・健診業務委託料 令和９年度から令和１１年度まで ４４７，００５   千円
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